
 

「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について国・都道府県・政令指定都市へ 
寄せられた苦情内容等（平成 26年度分）について」に対する委員意見 

 

平成 28年 3月 14日 

男女共同参画会議 

監視専門調査会 

 

安部 由起子 委員  「参考資料 2 苦情処理の制度活用促進のための取組」については、
資料の収集方法を明記の上公表することで、資料を有益に活用できる

と思われる。 

 


